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 （シート③ 1/3） 

【工作物（プラント等・鉄塔等）の新設、増築、改築又は移転】 

項目 景観形成基準 チェック項目  （チェック例□） 適否※ 

位置 

・道路等の公共用地に接する敷地

境界線からは、できる限り後退

させること。 

□ 敷地境界線から工作物までの距離にできる限り

ゆとりを持たせ、圧迫感を与えないよう配慮し

ているか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 十分な距離を確保できない場合、敷地境界付近

における植栽の設置などにより、圧迫感を与え

ないよう配慮しているか。 

□ 該当なし 

・敷地内に樹姿又は樹勢が優れた

樹木がある場合は樹木の保護を

図るとともに、敷地の修景に樹

木を活かすよう配慮すること。 

□ 現存する優れた樹木の保護や道路等からの眺め

に配慮した配置としているか。 

□ 該当なし 

□ 樹木をそのまま保存できない場合は、敷地内で

の移植による保護を検討しているか。 

□ 該当なし 

・山稜の近傍にあっては、稜線を

乱さないように尾根からできる

限り低い位置とすること。 

□ 背後の美しい山並み景観をできる限り阻害しな

いよう配慮した配置としているか。 

□ 該当なし 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節

点や景観形成軸、観光地等）から、美しい山並

みの眺望を妨げないよう配慮した配置としてい

るか。 

□ 該当なし 

・周辺に歴史的建造物等の優れた

景観資源がある場合は、その保

全に配慮した位置とすること。 

 

・鉄塔、電柱、電波塔類は、周辺

の景観への影響を極力抑えるよ

う配慮すること。 

□ 周辺のまちなみとの調和や連続性の確保に配慮

した配置、景観資源への影響を抑えた配置とし

ているか。 

□ 該当なし 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節

点や景観形成軸、観光地等）から、歴史的建築

物等の眺望を妨げないよう配慮した配置として

いるか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「適否」欄は、記入しないこと。 

※チェック項目が対象とならない場合は、「該当なし」欄にチェックする。 

✓ 
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（シート③ 2/3） 

【工作物（プラント等・鉄塔等）の新設、増築、改築又は移転】 

項目 景観形成基準 チェック項目  （チェック例□） 適否※ 

高さ 

・主要な眺望地点からの眺望を妨

げないよう配慮すること。 

 

・山稜の近傍にあっては、稜線を

乱さないようにできる限り低い

高さとすること。 

 

・周囲の建造物の高さに合わせ、

周囲から突出した高さとならな

いこと。 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節

点や景観形成軸、観光地等）からの眺望を妨げ

ないよう配慮した高さとしているか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 背後の美しい山並み景観をできる限り阻害しな

いよう配慮した高さとしているか。 

□ 該当なし 

□ 周辺のまちなみに対して、突出した高さとなっ

ていないか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

緑化 

・道路に面する場所は花木等の緑

化に努めること。 

□ 工作物から受ける圧迫感などを和らげるよう緑

化に配慮しているか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 塀や柵についても、緑化や意匠の工夫により周

辺の景観との調和に配慮しているか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

 

形態 

意匠 

・周辺の景観との調和に配慮し、

圧迫感を与えないよう工夫する

こと。 

□ 隣接する建築物や周辺の景観に比べ、際立った

外観となっていないか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 目隠しや緑化等の工夫により周辺の景観との調

和に配慮しているか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

 

※「適否」欄は、記入しないこと。 

※チェック項目が対象とならない場合は、「該当なし」欄にチェックする。 

✓ 
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（シート③ 3/3） 

【工作物（プラント等・鉄塔等）の新設、増築、改築又は移転】 

項目 景観形成基準 チェック項目  （チェック例□） 適否※ 

色彩 

・目立つ色彩は避け、周囲の景観

と調和する落ち着きのある色彩

を基調とすること。 

□ 工作物の色彩は、明度と彩度を抑え、周辺の景

観との調和に配慮した落ち着きのあるものを基

調としているか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 赤や黄色等の目立つ色をアクセントカラーとし

て導入する場合は、各立面の面積の２０％以内

とし、使用する色彩相互の調和、使用する量の

バランスに工夫しているか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「適否」欄は、記入しないこと。 

※チェック項目が対象とならない場合は、「該当なし」欄にチェックする。 

 

✓ 


